
 

 ２０１２春季生活闘争 取り組み方針（案） 2012年３月２日現在  

 
共  
 
闘  
 

産   別  

賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
実現に向けた取り組み 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための取り組み 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要  求  
提出日  

回  答  
指定日  賃上げの取り組み 

（要求基準、格差是正の取り組みを含む） 

企業内最低賃金 
（年齢別最賃） 

（全従業員対象最賃） 
初 任 給 一 時 金 賃上げの取り組み 

非正規労働者の 
処遇改善 

女性が働き続けられる
環境整備の取り組み 

労働時間短縮、時間外割増
率引き上げの取り組み 

両立支援の 
取り組み 

雇用維持安定の取り組み  
(60歳以降の雇用確保含む ) 

                                      
イ 

ン 

フ 

ラ 

・ 

公 

益 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

自 治 労 
 
方針決定日 
１月27日 

【自治体労働者】 
賃金水準（給料月額）について、 30歳
244,254円、35歳295,608円、40歳348,104
円以上とする 
【公共民間サービス労働者】 
賃金水準は自治体水準を最低とし、維持、
改善すること 
【全国一般労働者】 
平均賃上げ要求9,000円以上 
年齢ポイント要求  
30歳 255,000円 
35歳 282,000円 
40歳 315,000円以上 

自治体に雇用されるす
べての労働者とすべて
の地域公共サービス民
間労働者の最低賃金を
月 給 149,800 円 （ 日 給
7,490円、時給970円）以
上とする 

高 卒 初 任 給
を 149,800円
（ 国 公 行
（一）１級13
号）以上とす
る 

・期末・勤勉
手当の維持
・改善 

・勤勉手当の
成績率の運
用について
は、十分な
労使交渉と
合意を求め
る 

 【自治体】 
・臨時・非常勤等

職員の賃金改善
のため、最低で
も 30円／ｈ＋１
％以上の引き上
げを実施する 

・通勤手当（費用
弁償を含む）の
全額支払い 

・時間外勤務手当
（追加報酬）の
全額支払い 

・年次有給休暇、
産前・産後休暇、
病気休暇、忌引
休暇、短期介護
休暇、子の看護
休暇、育児・介
護休業（休暇）
の制度化 

・健康診断につい
て、６ヵ月以上
勤続（見込み）・
週勤務 20時間以
上の職員に実施 

・雇用保険・健康
保険・厚生年金
について、法定
基準を最低に加
入 

・非常勤職員であ
る消費生活相談
員の賃金改善と
任用回数の制限
の撤廃 

【全国一般】 
・パート労働者の

時給引き上げ 50
円以上 

・採用・配置・登用、
昇任・昇格などの
男女別の実態を組
合に明らかにし、
男女間格差の是正
措置を行うこと。 

・「女性職員の採用・
登用の拡大のため
の計画」を策定し、
実行、改善をはか
ること。 

（労働時間短縮、年間総実労働時間
1800時間の実現） 
・所定労働時間を１日７時間45分、週

38時間45分とすること。 
・休憩時間は60分とするとともに、育

児を行う職員などにかかる特例（45
分）を設けること。 

・交替制等勤務職員の休息時間（尐な
くとも７時間45分につき15分）を勤
務時間内に設けること。また、深夜
勤務（22時～５時）を含む８時間以
上の勤務では、１時間の休息時間を
設けること。 

・その他、所定労働時間短縮にともな
う問題については、労使交渉、合意
により対処すること。 

・職員の始・終業時間や休日労働の正
確な実態を把握すること。 

・職員の労働時間や業務実態を踏まえ
て、適正な職員配置をするための労
働時間短縮年間行動計画を策定す
ること。 

・１日２時間、４週24時間、３ヵ月50
時間、１年 150時間を上限とした 36
協定を締結すること。 

・労基法別表第一11号、12号職場と旧
16号職場においても (10)と同等の
内容の書面協定・労働協約を結ぶこ
と。 

・年次有給休暇を取得しやすい職場環
境に配慮し、完全取得を進めるこ
と。 

・労働時間短縮のために、安全衛生委
員会を活用して、定期的に職場点検
をすること。 

・修学や国際貢献のための休業制度を
はじめ、自己啓発・自己実現、社会
貢献のための総合的休業制度を創
設すること。 

・リフレッシュ休暇、有給教育休暇な
ど、労働者の生涯設計に応じた各種
休暇制度を整備すること。 

（時間外割増率引き上げ） 
・労基法改正にともなう超過勤務手当

の割増率の引き上げを実施するこ
と。 

・時間外勤務手当と休日勤務手当の時
間単価額は、労働基準法方式により
算定すること。また、所定勤務時間
の変更があった場合は再計算する
こと。 

（両立支援） 
・育児・介護休業法の一

部改正、人事院規則の
改正を踏まえ、民間・
国と同様の所要の措置
を講ずること。 
①配偶者が育児休業を

している職員、ある
いは配偶者が専業主
婦（夫）の職員の場
合にも育児休業を取
得できるようにする
こと。 

②産後休暇の期間内に
男性職員が最初の育
児 休 業 を し た 場 合
に、再度の育児休業
を取得できるように
すること。 

③３歳未満の子がある
職 員 が 請 求 し た 場
合、超過勤務をさせ
てはならないことと
すること。 

④小学校就学前の子を
看護する場合の休暇
期間を拡充し、当該
子が１人の場合は年
５日、２人以上の場
合は年 10日とするこ
と。 

⑤家族を介護するため
の短期の休暇を新設
し、当該家族が１人
の場合は年５日、２
人以上の場合は 10日
とすること。 

・育児・介護を行う職員
への早出・遅出勤務制
度を整備すること。 

・育児短時間勤務制度に
ついて、後補充の仕組
みを明確にすること。 

・介護など家族的責任を
有する男女労働者の時
間外労働の制限を徹底
すること。 

・介護を行う職員のため
の短時間勤務制度を導
入するとともに、後補
充の仕組みを明確にす
ること。 

・育児休暇の取得促進の
ため、短期間の育休取
得者の期末手当支給割
合を見直すこと。 

・保育時間は、男女とも
取得できる制度とし、
拡充すること。 

・次世代育成支援対策推
進法に基づく特定事業
主行動計画の実施状況
を点検し、計画の充実
・改善をはかること。 

（人員確保と雇用
の安定） 
・公共サービスの水

準維持と提供体
制の確保のため
必要な人員を増
員すること。 

・恒常的な業務に就
いている職員に
ついて、雇用更新
年限が設けられ
ている場合、その
廃止と雇用継続
を行うこと。 

・安全衛生委員会を
月１回以上定期
開催し、随時業務
実態の点検・把握
を行い、適正な人
員配置および職
場環境の改善に
努めること。 

（高齢者雇用制度） 
・希望する者すべて

を高齢者再任用
制度により雇用
すること。 

・2011年に出された
人事院の意見の申
し出を踏まえ、段
階的定年延長につ
いて、公的年金の
支給年齢の引き上
げとあわせて実施
すること。実施に
あたって必要な協
議を組合と行うこ
と。 

公 契
約 条
例 ・
公 共
サ ー
ビ ス
基 本
条 例
制 定
運 動
の 推
進 

要 求 提 出
ゾ ー ン は
２ 月 15～
22 日 と
し 、 遅 く
と も ２ 月
末 に は 全
単 組 で 提
出 
 
 

３月９日 

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

インフラ･公益共闘連絡会議 
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産   別  

賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
実現に向けた取り組み 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための取り組み 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要  求  
提出日  

回  答  
指定日  賃上げの取り組み 

（要求基準、格差是正の取り組みを含む） 

企業内最低賃金 
（年齢別最賃） 

（全従業員対象最賃） 
初 任 給 一 時 金 賃上げの取り組み 

非正規労働者の 
処遇改善 

女性が働き続けられる
環境整備の取り組み 

労働時間短縮、時間外割増
率引き上げの取り組み 

両立支援の 
取り組み 

雇用維持安定の取り組み  
(60歳以降の雇用確保含む ) 
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Ｊ Ｐ 労 組 
 
方針決定日 
２月 
16日－17日 

定期昇給を確保し、「賃金カーブ」の維持
・改善に取り組む 

  生 活 防 衛 の
観点から、一
時 金 の 昨 年
水 準 か ら の
改 善 に 取 り
組む 

 格差是正に向け、
期間雇用社員の処
遇改善に取り組む 

 ワークライフバランスの
実現をめざし、時間外割増
率の引き上げによる総労
働時間の縮減を求める 

   ２月末 ３月第３

週を想定 

                                        
情 報 労 連 

 

方針決定日 

１ 月 18 日  

第42回中央

委員会 

(1)賃金改善の取り組み 
賃金改善については、個社の置かれた

状況を踏まえつつ、可能な組合は、適正
な配分を追求する立場から、賃金改善を
求める。 
(2)賃金カーブ維持分の確保に向けた取
り組み 
① 賃金制度がある組合は、制度の確実な

履行を求め、賃金カーブを維持する。 
② 賃金制度が未整備の組合は、制度の確

立に向けた要求と合わせ、賃金構造の
維持を図る。 

(1)全雇用労働者を対象
に法定地域最低賃金
に一定額の上積みを
行う「情報労連地域最
低賃金（労連最賃）」
を、加盟組合に対置す
るすべての企業に対
し要求する。 

 生活水準
を維持す
る観点か
ら前年実
績を確保
し、さら
なる上積
みをめざ
す。 

企業規模間格差の拡大防止・
是正に向けて、個別賃金方式
における年齢ポイントごとの
最低到達目標水準を設定し、
賃金底上げを図る。 
 

 
 
 
 

＜産別統一取り組
み課題＞ 
正 社 員 へ の 転 換
ルールの明確化・
導入・促進 
すべての加盟組合
が取り組む＜必達
課題＞ 

１．就業規則・労働
条 件通 知書 な ど
の点検、労働環境
の整備。 

２．非正規労働者を
組 合員 の対 象 と
す るこ とを 明 示
していない場合、
組 合規 約等 の 見
直しを図る。 

３．相談窓口の設
置、パート・有期
契 約労 働の 意 見
が 反映 でき る 対
話 活動 の展 開 な
ど。 

４．正社員に対し
て、非正規労働者
の 処遇 改善 の 必
要 性に 対す る 理
解促進。 

 
可能な組合が取り
組 む ＜ キ ャ ッ チ
アップ課題＞ 

１．昇給ルールの明
確化 

２．一時金の制度化
および支給 

３．通勤費・駐車料
金、慶弔休暇に加
え 福利 厚生 全 般
に 関す る取 り 組
み 

４．正社員と同様の
時 間外 割増 率 の
適用 

５．時間給引き上げ
への取り組み 

連 合 方 針 に 基 づ き 、

「 改正 男女 雇用 機会

均 等法 の定 着を はじ

め とす る男 女平 等参

画社会の実現」の前進

に向けて、各組織にお

け る労 使間 論議 を促

進する。 

(1)「中期時短目標」の実
現 

(2)労働時間の上限規制 
① 勤務間インターバル

規制 
② 特別条項付き36協定

の見直し 
(3)時間外労働割増率の

改善 
時間外 45時間以下  
       30％以上 
 45時間超～60時間以下 
       50％以上 
  60時間超 50％以上 
休日     50％以上 
 （法定・法定外休日) 

連 合 方 針 に
基づき、①改
正 育 児 介 護
休 業 法 の 定
着 を は じ め
と す る 両 立
支 援 の 促 進
の 前 進 に 向
けて、各組織
に お け る 労
使 間 論 議 を
促進する。と
りわけ、従業
員 100人以下
の 企 業 に お
いても、３歳
ま で の 子 を
養 育 す る 労
働 者 に 対 す
る 短 時 間 勤
務制度と、所
定 外 労 働 の
免 除 制 度 の
義 務 化 や 介
護 休 暇 制 度
の 創 設 等 を
定 め た 改 正
育児・介護休
業 法 が 2012
年 ７ 月 １ 日
か ら 適 用 さ
れ る こ と を
見 据 え た 対
応 を 強 化 す
る。 

(1)労使協議の場がある
組合は、労使協議を徹
底し、雇用の安定・確
保ならびに事業基盤
の安定・強化につなげ
る。労使協議の場がな
い組合は、労使協議の
場の設置を求めると
ともに、雇用の安定・
確保ならびに事業基
盤の安定・強化に向け
た労使間論議を促進
する。 

(2)2013年から予定され
ている厚生年金の報
酬比例部分（老齢厚生
年金）の支給開始年齢
の段階的な引き上げ
を見据え、希望者全員
が６５歳まで安心し
て働ける環境の整備
に向けた労使間論議
を促進する。 

す べ て の 加

盟 組 合 に お

い て 最 低 １

つ の 自 主 的

要 求 項 目 を

掲げ、その達

成 に 取 り 組

む。 

  

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

最低到達目標水準（所定内賃金）
年齢　　　　　　　18歳　　　　　25歳　　　　　　30歳
勤続年数　　　　  0年           7年            12年
賃金水準　　158,000円　　190,000円　　224,000円

最低到達目標水準（所定内賃金）
年齢　　　　　　　35歳　　　　　　40歳　　　　　45歳
勤続年数　　　　 17年            22年          27年
賃金水準　　257,000円　　277,000円　　303,000円

「めざすべき賃金水準（参考）」
年齢　　　　　　　18歳　　　　　25歳　　　　　　30歳
勤続年数　　　　  0年           7年            12年
賃金水準    165,000円    220,000円    270,000円

「めざすべき賃金水準（参考）」
年齢　　　　　　　35歳　　　　　　40歳　　　　　45歳
勤続年数　　　　 17年            22年          27年
賃金水準    320,000円    350,000円    375,000円



 

 
共  
 
闘  
 

産   別  

賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
実現に向けた取り組み 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための取り組み 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 
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提出日  

回  答  
指定日  賃上げの取り組み 

（要求基準、格差是正の取り組みを含む） 

企業内最低賃金 
（年齢別最賃） 

（全従業員対象最賃） 
初 任 給 一 時 金 賃上げの取り組み 

非正規労働者の 
処遇改善 

女性が働き続けられる
環境整備の取り組み 

労働時間短縮、時間外割増
率引き上げの取り組み 

両立支援の 
取り組み 

雇用維持安定の取り組み  
(60歳以降の雇用確保含む ) 
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電 力 総 連 

 

方針決定日 

２月１５日 

賃金カーブ維持分の確保 
①賃金制度が確立している加盟組合はそ

の賃金表を維持する。②賃金制度が確立

していない加盟組合は賃金カーブ維持分

を要求する。③雇用を優先して、定期昇

給相当分の凍結や削減などを行わざるを

得なかった加盟組合は、それを回復する。 

パートタイム労働者等

も含めた電力関連産業

に働くすべての労働者

の企業内最低賃金とし

て、以下の要求水準を踏

まえて、組合ごとの最低

賃 金 協 定 を 締 結 す る 。

【最低賃金締結基準：電

力総連ミニマム水準の

18歳相当額として月額

「 153,800円以上」また

は時間額「890円以上」】 

高卒18歳 
：163,000円 

賞与・一時金
については、
年 間 賃 金 の
一 部 と し て
安 定 し た 生
活 を 支 え る
生 活 給 部 分
を 最 低 限 確
保 す る こ と
を 基 本 と し
て、次により
要求を行う。
また、夏冬型
に よ る 年 間
要求・年間妥
結 を 基 本 と
する。 
①要求水準 
「 年 間 ４ ヵ
月 を 最 低 水
準」とし、過
去 の 妥 結 実
績 、 企 業 業
績、生産性向
上 や 職 場 実
態 な ど を 勘
案して、４ヵ
月 分 に 上 積
み を 図 っ た
要求を行う。 
② 冬 季 分 の
扱い 
冬 季 分 に つ
いては、賃金
引 き 上 げ 後
の ベ ー ス を
使用し、夏季
分 に 準 じ た
扱いとする。 
③支給日 

夏季分は 6

月上旬、冬

季 分 は 12

月 上 旬 と

する。 

自社の賃金実態を
把握し、電力総連
ミニマム水準より
低位にある実態や
経年的に賃金水準
が低下してきてい
る加盟組合は、以
下に掲げる指標を
参考に、要求水準
を決定し、賃金水
準の格差是正・復
元に積極的に取り
組む。 
ⅰ：個別賃金水準
が「電力総連ミニ
マム水準」を下回
る加盟組合は、最
低限必要な生計費
を確保する観点か
ら、まずはその格
差 是 正 に 取 り 組
む。 
ⅱ：経年的に賃金
水準が低下してき
て い る 加 盟 組 合
は、その実態を把
握し、社会水準（厚
生労働省：賃金構
造基本統計調査・
規模計）をめざす
という考え方に基
づき、格差是正お
よび復元に取り組
む。 
 
【参考】 
指標１  
○社会水準との格
差是正 
個別賃金が直近の
社会水準と比較し
低 位 に あ る 場 合
は、中期的にその
格差是正に取り組
む。【1,500円】 
指標２ 
○ 自 社 賃 金 水 準
ピークへの復元 
自社賃金水準ピー
クへの復元をめざ
し、職場実態を踏
まえ、中長期的に
その復元に取り組
む。【1,800円】 
指標３  
○社会水準ピーク
との格差是正 

連合全体として

めざす水準であ

り、職場実態を

踏まえ、中長期

的にその格差是

正 に取 り組む 。

【2,000円】 

①各企業が雇用し

ているパートタイ

ム労働者等につい

て、労働条件等の

実態把握や、ニー

ズを把握するため

のアンケートや対

話活動を実施し、

当該者および労使

の三者で共通認識

を図り、今後の労

働条件向上と組織

化に向けた取り組

みにつなげる。②

正社員と同視すべ

きパートタイム労

働者等の正社員化

または正社員化に

向けたルール作り

を行う。③正社員

とは異なる働き方

をしているパート

タイム労働者等に

ついても、職務内

容や労働時間等を

勘案し、昇給ルー

ルの明確化、一時

金の支給、通勤費

の支給、慶弔休暇

等の整備、その他

福利厚生制度等に

ついて、正社員と

の均衡待遇に向け

た 取 り 組 み を 行

う。④時給引き上

げについては、最

低 賃 金 協 定 額 の

890円をめざし、職

務 内 容 お よ び 責

任、契約期間の実

態、今年度の地域

別最低賃金引き上

げ額（平均７円）

等を踏まえた要求

ま た は 要 請 を 行

う。なお、890円を

超えている場合に

おいても、同様の

考え方に基づいた

取り組みを行う。 

特になし 【年間総実労働時間の短縮】 
①年間所定労働時間短縮

の取り組み 
年 間 の 所 定 労 働 時 間 が
2000時間を超えている加
盟組合は、「電力総連時
短指針 2008」で確認した
平成 24年度末までに 2000
時間を上回る組合をなく
すという目標に基づき、
休日日数を増やすなど年
間所定労働時間を 2000時
間以下にできるよう要求
を行う。 
②所定外労働時間の削減

等の取り組み 
○  36協定の特別条項に

ついて、長時間労働防
止や労働者の健康障害
防止の観点に立った締
結を行う。その上で、
36協定遵守のための時
間外労働の基本ルール
について労使確認を行
い、同時に職場内の周
知徹底を図る。 

③年次有給休暇の取得向
上の取り組み 

○  労働者の心身の健康
を確保する観点から、
年次有給休暇の取得目
標を、電力総連時短指
針 2008の「年間 10日以
上」とし、特に、取得
日数が５日未満の組合
員をなくすことをめざ
し、計画取得や連続取
得など、実態に応じた
制度や対策を求める。 

【時間外割増率の引き上
げについて】 
○  改正法の内容である

「１ヵ月 60時間超過 50
％割増」について、企
業規模や働き方に関わ
らず、すべての職場に
適用させるため、適用
が猶予される組合につ
いては要求を行う。 

○  改正法で努力義務と
された「限度基準告示
（一定期間が１ヵ月の
場合は 45時間）を超え
る時間外労働は法定割
増率を超える率とする
よう努めること」に基
づき、法定に張り付い
ている組合は、割増率
30 ％ 以 上 の 要 求 を 行
う。 

  また、法定を超える
率となっている組合に
おいても 30％以上とな
るよう取り組む。 

○  長時間におよぶ労働
は、労働者の健康に影
響を与えると考えられ
ることから、時間外労
働は所定労働時間を超
過したものとし、時間
外労働の積算方法につ
いては、平日・休日の
区別なく合算すること
とする。 

①改正育児・
介護休業法へ
の対応 
仕事と子育て
の両立支援等
を一層推進す
るため、男女
ともに子育て
等をしながら
働き続けるこ
とができる雇
用環境を整備
するため、改
正法が2010年
６月30日に施
行された。100
名以下の企業
においても、
一部の改正内
容に猶予措置
がとられてい
たが、2012年
７月１日から
適用されるこ
とを踏まえ、
2006年度第５
回 三 役 会 議
（ 2007.8.3）
で 確 認 し た
「 電 力 総 連 
仕事と私生活
の調和」の考
え方を基本と
して、当該組
合は対応を行
う こ と と す
る。 
②その他 
出産、子育て
や介助・介護
をはじめ、単
身赴任者支援
等、家庭内や
地域社会での
家族的責任を
果たすための
制 度 に つ い
て、整備・充
実を図るとと
もに、制度利
用の促進に向
けて、労使の
協議や話し合
いを行い、制
度取得を阻害
する要因の解
消 に 取 り 組
む。特に、介
護に関する制
度 に つ い て
は、制度利用
者の増加がみ
られることか
ら、職場ニー
ズを把握し、
充実に向けた
取り組みを行
う。併せて、
休業者の職場
復帰後の支援
方策、欠員時
の 職 場 対 応
ルールの確立
に向けて取り
組む。 

①希望者全員を対象とし
た65歳までの雇用確保 
雇用と年金を確実に接
続させるため、高年齢者
雇用安定法で定める３
つの雇用確保措置（65歳
までの定年の引き上げ、
継続雇用制度の導入、定
年の定めの廃止）のいず
れかを導入する。このう
ち継続雇用制度を導入
し、その対象者の基準を
労使協定で設定してい
る場合は、労使協定を改
定して希望者全員を対
象とした 65歳までの継
続雇用とする労働協約
の締結に向けた労使協
議を行う。 
②賃金制度の再設計 
2013年 か ら開 始さ れ る
老齢厚生年金の報酬比
例部分の支給開始年齢
引き上げにより、年金を
全く受給できない期間
が生じるため、もうひと
つの公的給付である雇
用保険の高年齢者雇用
継続給付と合わせた収
入水準の維持に向けた
賃金制度の再設計につ
いて労使協議を行う。 
③高齢者に適した職務
・仕事、労働時間の確保 
高齢者の就業の場を確

保するため、高齢者の

ニーズに対応する賃金、

労働時間などの労働条

件、高齢者が働きやすい

職場の創出や、作業環

境、能力開発、健康管理

などについて、労使協議

を行う。 

① 退 職 一 時
金 制 度 の 確
立・整備の取
り組み 
退 職 一 時 金
制 度 が 確 立
さ れ て い な
い 加 盟 組 合
は、中小企業
退 職 共 済 制
度 な ど を 活
用して、退職
一 時 金 制 度
の 確 立 を め
ざ し た 取 り
組 み を 進 め
る。また、制
度 が 確 立 さ
れ て い る 加
盟組合は、電
力 総 連 の ク
リ ア 水 準 で
ある 1,550万
円 以 上 の 確
保をめざす。 
② 災 害 補 償
制 度 の 充 実
の取り組み 
電 力 関 連 産

業の社会的

使命を果た

す重責にお

いて、犠牲

となった組

合員の業務

上災害補償

制度は、人

命という何

ものにも変

えがたい価

値への補償

という労使

共通の理念

をもって、

すべての加

盟組合で電

力総連のク

リ ア 水 準

3,500 万 円

以上（業務

上死亡・有

扶者）の補

償額をめざ

す。 

2月20日 
 

 

               

                                                                                                                        



 

 
共  
 
闘  
 

産   別  

賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
実現に向けた取り組み 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための取り組み 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要  求  
提出日  

回  答  
指定日  賃上げの取り組み 

（要求基準、格差是正の取り組みを含む） 

企業内最低賃金 
（年齢別最賃） 

（全従業員対象最賃） 
初 任 給 一 時 金 賃上げの取り組み 

非正規労働者の 
処遇改善 

女性が働き続けられる
環境整備の取り組み 

労働時間短縮、時間外割増
率引き上げの取り組み 

両立支援の 
取り組み 

雇用維持安定の取り組み  
(60歳以降の雇用確保含む ) 

                                
イ 

ン 

フ 

ラ 

・ 

公 

益 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

全 国 ガ ス 
 
方針決定日 
１月27日 
中央委員会 

・すべての単組は、確実に定昇・賃金カー
ブ維持分を確保する。 

・そのうえで、現状を上回る賃金改善に
取り組む単組は、各単組の主体的な判
断のもと、組合員の労働実態や声、会
社の収支状況、今後のガス関連産業の
発展に向けた働く者としての決意など
を総合的に勘案しつつ、自単組の賃金
水準や格差是正を強く意識した取り組
みを行う。 

・近年、賃金カーブ維持分を確保できて
いない単組は、自単組の現行水準を踏
まえ、中期的な観点も含め、賃金水準
の復元をめざす。また、「最低到達水
準」に満たない単組については、賃金
水準の底上げ・格差是正をはかる観点
から、水準向上をめざし積極的な取り
組みを進める。 

・産業別最低賃金 
 月額138,500円 

 ・前年実績月
数維持を基
本 と し つ
つ、各単組
の状況を加
味した要求
を行う。 

・すべての単組は、
確実に定昇・賃
金カーブ維持分
を確保する。 

・そのうえで、現
状を上回る賃金
改善に取り組む
単組は、各単組
の主体的な判断
のもと、組合員
の 労 働 実 態 や
声、会社の収支
状況、今後のガ
ス関連産業の発
展に向けた働く
者としての決意
などを総合的に
勘案しつつ、自
単組の賃金水準
や格差是正を強
く意識した取り
組みを行う。 

・近年、賃金カー
ブ維持分を確保
できていない単
組は、自単組の
現行水準を踏ま
え、中期的な観
点も含め、賃金
水準の復元をめ
ざす。また、「最
低到達水準」に
満たない単組に
ついては、賃金
水準の底上げ・
格差是正をはか
る観点から、水
準向上をめざし
積極的な取り組
みを進める。 

【賃金】単組の実
態に応じ可能な
範囲で組合員に
準じた対応を求
める。 

【 主 体 的 取 り 組
み】 働く仲間の
職場環境・労働
環境に関する項
目（働く仲間の
職場環境・労働
環境の把握・改
善、パートタイ
ム労働法への対
応、連携強化に
向けた取り組み
等） 

・各単組が実態に応じ
て主体的に取り組む 

・各単組が実態に応じて主
体的に取り組む 

・各単組が実
態に応じて
主体的に取
り組む 

・各単組が実態
に 応 じ て 主
体 的 に 取 り
組む 

自単組の置かれた状況
や課題、組合員ニーズ、
世間動向、2011年 秋の
闘争・取り組みにおい
て継続協議となった事
項 な ど も 十 分 に 踏 ま
え、各単組が実態に応
じ て 主 体 的 に 取 り 組
む。 
①人材育成施策の充実
に関する項目、②働く
仲間の職場環境・労働
環境に関する項目（働
く仲間の職場環境・労
働環境の把握・改善、
パートタイム労働法へ
の対応、連携強化に向
けた取り組み等）、③企
業の健全な発展に向け
た取り組みに関する項
目（経営情報の確認、
経営ビジョンや諸課題
の確認ならびに意見提
言等）、④労働時間に関
する項目（労働時間短
縮、労働時間管理の適
正化等）、⑤労働関係法
制への対応に関する項
目（改正労働基準法へ
の対応、改正育児・介
護休業法への対応、改
正高年齢者雇用安定法
への対応、改正労働契
約法への対応、改正労
働安全衛生法への対応
等）、⑥組織活性化、コ
ミュニケーションの充
実に関する項目 

２月21日 終 息 目 標
に つ い て
は、３月内
決 着 に 努
力し、全体
としては、
４ 月 13日
（金）まで
に 決 着 し
て い く こ
ととする。 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 
共  
 
闘  
 

産   別  

賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
実現に向けた取り組み 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための取り組み 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要  求  
提出日  

回  答  
指定日  賃上げの取り組み 

（要求基準、格差是正の取り組みを含む） 

企業内最低賃金 
（年齢別最賃） 

（全従業員対象最賃） 
初 任 給 一 時 金 賃上げの取り組み 

非正規労働者の 
処遇改善 

女性が働き続けられる
環境整備の取り組み 

労働時間短縮、時間外割増
率引き上げの取り組み 

両立支援の 
取り組み 

雇用維持安定の取り組み  
(60歳以降の雇用確保含む ) 

               
イ 

ン 

フ 

ラ 

・ 

公 

益 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

全 水 道 
 
方針決定日 
１月27日 

「すべての労働者の処遇改善に向けて１
％を目安に配分を求めていく」、（連合）、
「賃金を維持し、改善する」（公務労協・
公務員連絡会）の要求方針に基き、「水道
･下水道･公営ガス事業に従事する労働者
の実質生活を維持し、改善するための水
準を確保すること」とする。 
《要求参考値》基本給（給料表ベース）
で30歳246,300円、35歳298,100円 

水道・下水道・公営ガス
事業に従事する臨時・非
常勤等職員を含む、労働
者の最低賃金は、月額
154,400 円 以 上 （ 日 給
7,720円以上、時給1,000
円以上）とすること 

18歳・154,400
円以上とする
こと 

水道･下水道
･公営ガス事
業 に 従 事 す
る 労 働 者 の
実 質 生 活 を
維持し、改善
す る た め の
水 準 を 確 保
すること 

①「企業内最賃」
の取り組みに同
じ  

②常勤職員との時
間比例按分によ
る均等待遇を基
本として改善 

③継続して勤務者
について、勤続
年数に応じた定
期昇給分の加算                                    

④地域手当や業務
にかかわる手当
について、業務
実態に基づいた
相当額の支給 

⑤相当長期にわた
る勤務者に対す
る一時金（期末
手当及び勤勉手
当）の支給 

①ILO94号条約（公
契約における労
働条件）に基づ
く、公契約条例
の制定、業務委
託等を行う場合
においては、社
会的な公正労働
基準の遵守を必
要条件とすると
ともに、業務の
継続性の確保す
る改善 

② 本 人 の 希 望 に
沿 っ た 継 続 的 ･
安定的な雇用の
確保。 

③正規雇用移行へ
の制度を設ける
こと。 

④通勤手当に相当
する給与を支給
ま た は 費 用 弁
償。 

⑤退職手当制度の
適用。 

⑥ 臨 時 ･非 常勤 等
職員に育児休業
･介 護 休 暇 の 適
用。忌引き休暇、
病気休暇につい
ての改善。 

⑦ 社 会 保 険 制 度
（年金、医療・
介護、雇用）を
適用できる場合
は加入を保障・
促進。 

⑧定期健康診断の
実施。 

⑨ワーハラスメン
トやセクシャル
ハラスメントの
防止や解決体制
の整備を図り、
ハラスメントの
ない職場づくり
の推進。 

⑩規程の整備と周
知。 

 

次 世 代 育 成 支 援 対 策
推進法に基づく「行動
計画」の実施 
①女性職員の採用・登

用拡大 
②育児休業・介護休暇

制度の改善 
 
 

①所定労働時間を週 38時
間45分、1日7時間45分と
すること 

②男女共通の超過勤務縮
減のための実効性ある
施策を進めること 

③「サービス残業」は違法
状態であり、発生させな
いこと 

④超過勤務縮減を図るた
め、時間外割増率を 50
％、休日割増率を100％
に引上げることを目標
に、改正労働基準法の規
定を適用することはも
とより、月の超過勤務が
45時間を超え 60時間ま
での割増率を 30％以上
とすること 

⑤年次休暇の取得の促進 
⑥病気休暇制度の改善。 
⑦労働時間短縮の為の必

要な人員確保 
⑧休憩・休息時間につい

て、拡充・整備 
(2)家族看護休暇及びリフ

レッシュ休暇、有給のリ
カレント（生涯教育）休
暇の新設、夏季休暇日数
の拡大 

① 改 善 さ れ
た 民 間 の
育 児 休 業
・介護休暇
制 度 に 倣
い、これに
伴 い 制 度
改 善 を 実
施 す る こ
と。 

② パ ワ ー ハ
ラ ス メ ン
ト や セ ク
シ ャ ル ハ
ラ ス メ ン
ト の 防 止
及 び 解 決
体 制 の 整
備を図り、
ハ ラ ス メ
ン ト の な
い 職 場 づ
く り を 進
めること 

①水道・下水道・公営ガ
ス 事 業 職 場 で の 障 が
い 者 雇 用 を 促 進 す る
こと。そのために必要
な 職 場 環 境 の 整 備 を
図ること 

② 石綿 健康 被害 の防 止
と対策の実施 

③ 人事 院は 雇用 と年 金
の 接 続 を 円 滑 に 行 う
ために、2013年度から
定 年 年 齢 を 段 階 的 に
65歳 ま で 延 長 す る こ
とを報告し、「意見の
申し出」を行った。国
公 で は 具 体 的 検 討 が
行われている。これに
遅 れ る こ と な く 高 齢
者 雇 用 の 制 度 整 備 に
向けて、積極的に取り
組みを始めること 

１．東日本大震
災及び福島第
一原発事故に
伴う放射能汚
染に関する要
求 

①東日本大震災
に伴う、復旧
・復興及び支
援費について
の要求 

②「災害時等の
緊急派遣」な
どの労働協約
締結の推進 

③原発事故によ
る放射能汚染
は、水道・下
水道事業の使
命である安全
・安心を揺る
がした。今回
の 様 な 事 故
が、二度と起
きないように
貴職において
も関係機関へ
の働きかけな
どの努力を行
うこと 

④原発事故に伴
う、浄水場、
下水処理場の
汚染土・汚泥
や焼却灰の処
理および従事
する職員及び
関連労働者の
検査、安全衛
生対策を行う
ことなど ,当
面の要求に誠
実に対応する
こと 

２．水道・下水
道・ガス政策
について 

①水道･下水道
・ガス事業の
公営原則の堅
持、住民サー
ビスの向上 

②事業体の運営
基盤の強化の
ために、ア. 技
術継承・人材
育 成 確 保 
イ. 計画的な
新規採用 ウ.
委託化した事
業についての
実態検証 エ.
施設のバック
アップ体制の
整 備 と 耐 震
化、更新事業
の実施 オ.非
常時体制を点
検と確保 カ.
事業の広域化
における充分
な労使協議 

③事業推進にお
ける利用者・
住民、労働組
合などの参画
と情報提供う
こと 

④地下水を利用
した専用水道
への対策と規
制の強化 

２月24日 ３月28日 

              

               



 

 
共  
 
闘  
 

産   別  

賃上げ要求について 規模間格差是正、中小の取り組み 
男女平等等参画社会  
実現に向けた取り組み 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための取り組み 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要  求  
提出日  

回  答  
指定日  賃上げの取り組み 

（要求基準、格差是正の取り組みを含む） 

企業内最低賃金 
（年齢別最賃） 

（全従業員対象最賃） 
初 任 給 一 時 金 賃上げの取り組み 

非正規労働者の 
処遇改善 

女性が働き続けられる
環境整備の取り組み 

労働時間短縮、時間外割増
率引き上げの取り組み 

両立支援の 
取り組み 

雇用維持安定の取り組み  
(60歳以降の雇用確保含む ) 

イ 

ン 

フ 

ラ 

・ 

公 

益 

共 

闘 

連 

絡 

会 
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ＮＨＫ労連 
 
方針決定日 
２月17日 
 

 
 
 
 

    1％改善  所定外労働時間の割増率
を産別同一レベルとする
こと 

育 児 短 時 間
勤 務 と 子 の
看 護 の た め
の 休 暇 の 対
象 期 間 を 小
学校 3年生の
年 度 末 ま で
とすること 
介 護 対 象 者
か ら 同 居 と
扶 養 の 要 件
を外すこと 

高齢者雇用安定法の改
正を踏まえ、各単組に労
使検討委員会を設置す
ること 

ボ ラ ン テ ィ
ア 休 暇 の 新
設 

未定 未定 

                            
森 林 労 連 
 
方針決定日 
森林労連 
３月10日 
全国代表者
会議 
林野労組 
２月24日 
中央委員会 
全山労 
２月20日 
中央執行委
員会 
 

林野労組は、公務労協・国営関係部会の
方針を踏まえ決定。全山労、緑資源労は
各組織方針で決定。 

    有期雇用者の雇用
安定のため通年雇
用化を求める。 

    「 林 業 労 働
力 の 確 保 の
促 進 に 関 す
る法律」に基
づ く 雇 用 管
理の改善、労
働 環 境 改 善
を求める。 

  

              
建 設 連 合 
 
方針決定日 
２月８日 
第17回 
中央委員会 
 

月例給与要求水準  賃金引上げ  3.6％
（30歳ポイント） 
賃金引上げ内訳 
 ①賃金カ－ブ維持分 2.6％ 
 ②賃金改善分    1.0％ 
定昇の無い単組も①を定昇に相当するも
のとして要求に加える。 
参考値 30歳ポイント（事務・技術職）
平均値（2011実績）261,796円（対基本賃
金） 
（賃金カ－ブ維持分）6,610円（対基本賃
金2.6％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なし なし 年 間 一 時 金
要 求 基 準 ４
ケ 月 を 基 準
とする。 
要 求 の 組 み
立ては、生活
必 要 額 的 要
素 と 業 績 成
果 配 分 要 素
を踏まえ、各
単 組 に お い
て決定する。 

なし なし 【各単組が取り組む事項】 
1 改正男女雇用機会均

等 法 の 実 効 性 確 保
に向けて、制度や運
用の点検を行い、女
性 が 働 き 続 け ら れ
る 環 境 整 備 を は か
る。 

2 昇進・昇格、配置や
仕 事 の 与 え 方 な ど
に 男 女 の 偏 り が 無
い か 点 検 し 、 ポ ジ
テ ィ ブ ア ク シ ョ ン
を推進するよう、労
使 協 議 を 行 い 改 善
を図る。 

3 男女間の賃金格差是
正の取り組み。（厚
生 労 働 省 の 男 女 間
の 賃 金 格 差 解 消 の
た め の ガ イ ド ラ イ
ンを活用し、必要に
応じて労使協議・交
渉を行う） 

4 生活関連手当の支給
における「世帯主」
要 件 の 廃 止 な ど 間
接 差 別 の 是 正 に 取
り組む。 

5 セクシュアル・ハラ
ス メ ン ト 防 止 措 置
の 実 効 性 を 高 め る
取り組み。 

6 改正育児・介護休業
法 の 定 着 と 制 度 利
用 に よ り 不 利 益 取
扱 い の 対 象 と な ら
ないよう確認する。 

 次世 代育成支援対
策 推 進 法 に も と づ
く 行 動 計 画 策 定 と
実行に、積極的に対
応する。 

【各単組が取り組む事項】 
1 作業所の労働時間短縮

キャンペーンとして、
６月・ 11月に実施する
「土曜閉所」の取り組
みを継続して推進し、
組合員の意識改革を図
ると共に、労使で共同
して閉所の取り組みを
行なう。 

2 作業所の異動時休暇の
制度化に向けて労使で
協議する。 

3 労働者の健康と生活に
配慮した上で、職場の
実態に合わせた休暇取
得計画の作成、連続休
暇制度や年次有給休暇
の取得促進など、労使
協議において目標を定
めて時短に努める。 

4 正確な労働時間を把握
し、不払い残業の撲滅
と、長時間労働を行っ
た者に対する医師によ
る面接指導など、労働
時 間 管 理 の 徹 底 を 図
る。 

5 過重労働・メンタルヘ
ルス対策やその予防措
置を労使で協議する。 

6 36協定の協定内容の再
確認と法令順守の周知
徹底をする。 
健康を確保する観点か
らも、インターバル規
制（終業と始業の間の
睡眠、食事などの生活
時間を確保）を設ける
など、過重労働防止・
労働時間短縮の為の労
使協議を行う。 

 なし 単 身 赴 任 者
の 処 遇 改 善
に 向 け た 取
り組み 
 要 求 内 容
については、
会 社 が 用 意
す る 寮 の 寮
費 と の 兼 ね
合いが「別居
手当｣に影響
を 及 ぼ し 、
「帰省旅費」
の 支 給 基 準
も 企 業 に よ
り ま ち ま ち
で あ る こ と
から、建設連
合としては、
昨 年 に 引 き
続き、具体的
な 数 字 を 示
さず、個別単
組 に 委 ね る
こととし、構
成 組 織 そ れ
ぞれが、単身
赴 任 者 の 処
遇 改 善 に 向
け た 要 求 を
行ない、業界
と し て の 水
準 の 向 上 に
繋 が る 事 を
狙いとする。 
 また、建設
連 合 と し て
は、“帰省旅
費 の 非 課 税
化”を連合、
政党、政府に
対 し て 継 続
し て 訴 え て
いく。 

３月22日 
（木） 

４月５日 
（木） 

               

                               


